
⑴ 事業の現況

＊１ 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。

「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含

む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同し

て管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。

「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的

条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない

。）を指す。

供用開始年度
（供用開始後年数）

平成１１年（１９９９年）度（２３年）

法適（全部・一部）
非適の区分

適用　（令和２年（２０２０年）度から適用）

流域下水道等への接続
の有無

無

処理区域内人口密度 １０２．７　人／ha

処理区数
１区（築館、若柳、栗駒、高清水、一迫、瀬峰、
金成、志波姫、花山地区のうち、下水道処理区域
以外の区域）

処理場数 ２，５３１基（令和３年（２０２１年）度末現在）

広域化・共同化・最適化
実施状況＊１

特定地域生活排水処理事業の計画区域については、下

水道事業計画変更などに合わせ見直しを行い、経済的

かつ効率的な設定となるよう最適化を図っている。

① 施設【令和３年度地方公営企業決算状況調査より】

栗原市下水道事業経営戦略

団 体 名：宮城県栗原市

事 業 名：栗原市特定地域生活排水処理事業

策 定 日：令和５年（２０２３年）２月

計画期間：令和４年（２０２２年）度から令和１３年（２０３１年）度まで

１ 事業概要
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② 使用料

令和元年度　３，８０１円

令和２年度　４，３５１円

令和３年度　４，３７５円

一般家庭用使用料
体系の概要・考え方

業務用使用料体系の
概要・考え方

一般家庭用使用料体系と同様です。

その他の使用料体系の
概要・考え方

一般家庭用資料量体系と同様です。

１　料金体系：基本料金と従量料金の２部料金制

　⑴　経営の安定化のため、基本料金で固定費を確保

  ⑵　負担公平性のため、排除した汚水量に応じた負担

２　基本料金

    下水道の使用状況に関わらず発生する処理場の維持

  管理経費等について、汚水量１０㎥までを基本料金と

　して負担いただいております。

３　逓増型の従量料金

    汚水量の増加に伴い、処理場の負担も増えることか

  ら、累進的な汚水量単価でもって、一定量以上汚水を

　排除した使用者には、応分の負担をいただき、使用者

　間の公平性を確保しております。なお、汚水量算定に

　あたっては、水道メーターの指針を基準にしておりま

　す。

４　自家水使用者について

    自家水を使用する場合、その水量をメーターで確認

  することが出来ない使用者については、世帯人数によ

  る認定汚水量でもって料金を算定しております。

５　料金改定

    公共下水道と同じ料金体系であることから、料金改

  定についても同様に検討を行う必要があります。なお、

  収支計画についても令和８年（２０２６年）度に料金

  改定を見込んで作成しております。

条例上の使
用料（２０
㎥あたり）
*2

令和元年度　４，０７０円

令和２年度　４，０７０円

令和３年度　４，０７０円

実質的な使
用料（２０
㎥あたり）
*3

総務係

給排水係

課長補佐

課長補佐

下水道経営係

下水道施設係

お客様係
下水道事業管理者

（栗原市長）

下水道事業職員数

経営課長

施設課長

（Ｒ４.４.１現在）

上下水道部次長上下水道部長

合計

事務職

技術職

１４人

８人

６人

③ 組 織

（下水道・農集排・浄化槽 共通）



⑵ 民間活力の活用等

① 民間活用の状況

契約期間を５年間とする長期継続契約により、全ての浄化槽の点検・管理業務に

おいて、人槽毎に適正な点検回数を設定し、民間業者に委託しています。

② 資産活用の状況

合併処理浄化槽は個人の土地に設置されているため、活用はできません。

⑶ 経営比較分析表を活用した現状分析

特定地域生活排水処理事業の持続可能な健全経営の確保のためには、浄化槽の維持

管理経費及び更新費用を使用料収入で賄えることが必須であると考えます。そのため、

今後は浄化槽の維持管理形態の見直しを行い、更なる経費削減を目指します。

※ 令和４年（２０２２年）度に策定し、公表した「令和３年度決算 経営比較分析

表」を添付しております。

２ 経営の基本方針

市政運営の理念である「市民が創る 暮らしたい栗原」の実現のため、その基本方

針に定められた下水道事業の果たすべき役割を踏まえ、快適な市民生活に資し、持続

可能な汚水処理を行うため、計画的かつ適正規模に即した施設整備と、施設の老朽化

に備え、適切かつ計画的な維持管理等によりライフサイクルコストの低減化を図り、

市民サービスの向上と健全な経営を目指して、次の３項目について重点的に取り組み

ます。

⑴ 適切で計画的な事業執行

これまでの建設投資に伴う企業債元利償還金の負担や維持管理費の増加傾向から

厳しい経営状況にあるため、浄化槽の点検回数の見直しなど、適正な事業運営を行

います。

⑵ 効率的な事業執行

業務の効率化とコスト削減に積極的に取り組みます。これまでと同様に民間委託

の活用により、より効率的かつ適正な業務委託を行います。

⑶ 水洗化の促進

河川・湖沼などの水質保全のため、浄化槽未接続者へ市独自の各種補助制度「水

洗便所等改造資金利子補給制度」及び「単独浄化槽切替助成事業補助金制度」並び

に「浄化槽設置整備事業補助金制度」を周知し、水洗化の促進に努めます。
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３ 投資・財政計画（収支計画）

⑴ 投資・財政計画（収支計画）

別紙のとおりです。

⑵ 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

ア 投資に関する目標

計画期間中の国庫補助事業に関しては、年度あたり１００基程度の浄化槽設

置を目標に計画しています。

イ 管渠、処理場等の建設・更新に関する目標

計画期間中に耐用年数に達する浄化槽はありませんが、継続して適正な維持

管理を行い、更新時期の延長に努めます。

② 収支計画のうち財源についての説明

ア 財源に関する目標

浄化槽設置費用の財源は、国庫補助金及び企業債を活用して収入を確保する

計画であるため、確実な使用料徴収に努めます。

イ 使用料収入の見通しに関する目標

公共下水道と同じ料金体系であることから、料金改定についても同様に検討

を行う必要があります。なお、収支計画についても令和８年（２０２６年）度

に料金改定を見込んで作成しております。

（基）
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2,531基 2,608基 2,923基
3,253基 3,553基

8,104人 8,351人
9,359人

10,415人
11,375人
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（特地）浄化槽管理基数及び水洗化人口の推移

浄化槽管理基数 水洗化人口（基） （人）

⑷ 浄化槽管理基数及び水洗化人口の推移

町村合併時の平成１７年（２００５年）度末の水洗化人口が１，９０８人でしたが、

令和３年（２０２１年）度末には８，１０４人までに推移しています。



ウ 企業債及び繰入金に関する目標

建設改良に伴い、下水道事業債の借入を計画しております。

一般会計からの繰入金については、総務省が定める繰出基準をもとに計画してい

ます。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

ア 民間の活力の活用に関する事項

今後も継続して点検管理委託を行う予定であるため、現在の設置基数に新規設置

見込基数を加えて計上しています。

イ 修繕費及び委託費に関する事項

設置基数の増加に併せ、微増で推移する見込みです。
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⑶ 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

ア 使用料の見直しに関する事項

公共下水道と同じ料金体系であることから、料金改定についても同様に検討を

行う必要があります。なお、収支計画についても令和８年（２０２６年）度に料

金改定を見込んで作成しております。

イ 資産活用による収入増加の取組について

合併処理浄化槽は個人の土地に設置されているため、活用はできません。

604,375㎥ 622,796㎥
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776,723㎥

848,318㎥
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② 投資以外の経費についての考え方・検討状況

ア 民間活力の活用に関する事項

現在実施している民間委託を継続しつつ、さらに効率的な運用ができるよう

検討します。

イ 修繕費に関する事項

主にブロワーなどの消耗部品交換であり、今後も老朽化に伴い、修繕基数の

増が見込まれることから適正な維持管理を実施し、修繕費の抑制に努めます。

ウ 委託費に関する事項

現在実施している民間委託を継続し、さらに効率的な委託の導入が可能な事

項についての検討を行います。

エ その他の取組

さらなる収納率の向上に努めます。

４ 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

本戦略は令和１３年（２０３１年）度までの１０年間の計画ですが、社会情勢の変

化が激しい昨今では、本市の下水道事業を取り巻く環境も大きく変化することが考え

られますことから、変化する社会情勢を踏まえつつ本戦略で掲げた取組を着実に遂行

するため、年度ごとに点検・評価を行うとともに、おおむね５年後に経営戦略を改定

します。

また、将来にわたって安定的に事業を継続していくため、「計画策定 (Ｐｌａｎ)-

実施(Ｄｏ)-検証(Ｃｈｅｃｋ)-見直し(Ａｃｔｉｏｎ)」のサイクルを活用して、本戦

略における投資・財政計画と実績との乖離及びその原因を分析し、次期戦略策定に反

映します。
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経営比較分析表（令和3年度決算）
宮城県　栗原市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例
804.97 80.28 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 特定地域生活排水処理 K2 非設置

普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

64,621

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km
2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率111.15％
　経常的収支比率は100%以上となっており、単年度収支
では黒字である。しかし、今後、維持管理経費は増加傾
向にあることから、使用料収入のみでは経費を回収でき
ない状況が見込まれる。
③流動比率77.28％
　短期的な支払能力を示す値であり、類似団体の平均値
を下回っている。これは企業債の償還金が多いためであ
り、より支払い能力を高めるため経営改善を図っていく
必要がある。
④企業債残高対事業規模比率179.17％
　類似団体平均を下回っており，順次企業債の償還が進
んでいることから今後も改善していく見込みとしてい
る。
⑤経費回収率89.59％
　類似団体と比べ経費回収率平均値を上回っているが、
回収すべき汚水処理費を使用料で賄えておらず、より一
層の収入確保及び建設、維持管理に係る費用の節減に努
めることが必要である。
⑥汚水処理原価221.97円
　汚水処理に要した1㎥あたり費用は、類似団体と比較
し低い状況にある。
⑦施設利用率42.54％
　類似団体と比較し平均値を下回っている。
⑧水洗化率99.85％
　類似団体と比較し平均値を上回っている。

資金不足比率(％)

- 46.07 12.66 100.00 4,070

自己資本構成比率(％)

8,116 0.79 10,273.42 【】 令和3年度全国平均

－　45　－

①有形固定資産減価償却率8.57％
　償却対象資産の減価償却の指標であり、老朽化の程度
は類似団体平均を下回っている。
　特定地域生活排水処理事業は、公共下水道区域又は農
業集落排水処理区域以外の区域を対象にしている事業
で、平成11年12月から供用開始し、最も古い市設置型浄
化槽は21年が経過してる。

2. 老朽化の状況

全体総括

　特定地域生活排水処理事業の持続可能な健全経営の確
保のためには、浄化槽の維持管理経費を使用料収入で賄
うことが望ましい。
  しかしながら、人口減少等による使用料収入の減少や
修繕費用の増加など、経営環境は厳しさを増していくこ
とから、将来にわたって安定的な事業をしていくために
は、自らの経営について的確な現状把握を行うことが必
要不可欠である。
　今後、健全かつ持続可能な特定地域生活排水処理事業
を進めるため、令和4年度に改定予定の「経営戦略」に
基づき、効率的かつ適切な維持管理を行い、経営の健全
化に努めていく必要がある。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。
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⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【98.81】 【102.81】 【112.20】 【310.14】

【83.38】【56.80】【286.17】【57.71】

【19.84】 【-】 【-】



（１）収益的収支

投資・財政計画

－ 46 －

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和3年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）

１． (A) 120,253 122,962 125,101 130,186 135,271 154,389

(1) 120,193 122,929 125,070 130,155 135,240 154,358

(2) (B)

(3) 60 33 31 31 31 31

２． 133,449 133,232 147,311 150,491 155,423 146,342

(1) 92,026 93,385 105,581 106,942 109,960 98,964

91,812 93,025 105,464 106,825 109,843 98,847

214 360 117 117 117 117

(2) 41,419 39,847 41,730 43,549 45,463 47,378

(3) 4 0 0 0 0 0

(C) 253,702 256,194 272,412 280,677 290,694 300,731

１． 217,404 246,999 263,272 270,865 280,879 290,893

(1) 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

(2) 130,528 156,775 170,686 174,742 181,209 187,676

5,614 13,490 14,480 15,064 15,648 16,232

124,914 143,285 156,206 159,678 165,561 171,444

(3) 86,876 90,224 92,586 96,123 99,670 103,217

２． 10,846 9,014 8,959 9,631 9,634 9,657

(1) 9,340 9,014 8,959 8,631 8,634 8,657

(2) 1,506 0 0 1,000 1,000 1,000

(D) 228,250 256,013 272,231 280,496 290,513 300,550

(E) 25,452 181 181 181 181 181

(F) 0 0 0 0 0 0

(G) 6,379 181 181 181 181 181

(H) △ 6,379 △ 181 △ 181 △ 181 △ 181 △ 181

19,073 0 0 0 0 0

(I) 28,227 28,227 28,227 28,227 28,227 28,227

(J) 61,758 59,507 57,096 57,096 57,096 57,096

27,353 0 0 0 0 0

(K) 79,915 89,769 89,231 85,604 82,416 77,314

67,627 77,481 76,943 73,316 70,128 65,026

0 0 0 0 0 0

12,288 12,288 12,288 12,288 12,288 12,288

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 120,253 122,962 125,101 130,186 135,271 154,389

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

修 繕 費

材 料 費

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

収 入 計

 
収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

動 力 費

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金 
収

益

的

収

支

 
収

益

的

収

入

営 業 収 益

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

そ の 他 補 助 金



（１）収益的収支

投資・財政計画

－ 47 －

（単位：千円，％） （単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 159,983 165,577 170,663 175,749 180,835

(1) 159,952 165,546 170,632 175,718 180,804

(2) (B)

(3) 31 31 31 31 31

２． 150,792 154,891 158,321 161,025 163,751

(1) 101,500 103,884 105,831 107,339 108,863

101,383 103,767 105,714 107,222 108,746

117 117 117 117 117

(2) 49,292 51,007 52,490 53,686 54,888

(3) 0 0 0 0 0

(C) 310,775 320,468 328,984 336,774 344,586

１． 300,906 310,572 319,072 326,917 334,808

(1) 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

(2) 194,143 200,610 206,489 212,368 218,247

16,816 17,400 17,931 18,462 18,993

177,327 183,210 188,558 193,906 199,254

(3) 106,763 109,962 112,583 114,549 116,561

２． 9,688 9,715 9,731 9,676 9,597

(1) 8,688 8,715 8,731 8,676 8,597

(2) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(D) 310,594 320,287 328,803 336,593 344,405

(E) 181 181 181 181 181

(F) 0 0 0 0 0

(G) 181 181 181 181 181

(H) △ 181 △ 181 △ 181 △ 181 △ 181

0 0 0 0 0

(I) 28,227 28,227 28,227 28,227 28,227

(J) 57,096 57,096 57,096 57,096 57,096

0 0 0 0 0

(K) 73,421 71,276 69,142 65,315 60,084

61,133 58,988 56,854 53,027 47,796

0 0 0 0 0

12,288 12,288 12,288 12,288 12,288

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 159,983 165,577 170,663 175,749 180,835

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

修 繕 費

材 料 費

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

収 入 計

 
収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

動 力 費

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

令和12年度 令和13年度

 
収

益

的

収

支

 
収

益

的

収

入

令和9年度

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

令和10年度 令和11年度



（２）資本的収支

投資・財政計画

－ 48 －

（単位：千円）

年　　　　　度 令和3年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）

１． 36,500 22,400 51,500 55,400 55,400 55,400

0 0 0 0 0 0

２． 11,804 17,530 21,998 19,365 14,105 9,285

３． 0 0 0 0 0 0

４．

５．

６． 57,296 51,851 42,480 52,941 52,941 52,941

７．

８． 19,754 14,221 17,102 12,040 12,040 12,040

９．

(A) 125,354 106,002 133,080 139,746 134,486 129,666

(B)

(C) 125,354 106,002 133,080 139,746 134,486 129,666

１． 113,628 88,565 111,144 120,416 120,416 120,416

２． 65,699 67,628 77,481 76,943 73,316 70,128

３． 0 0 0 0 0 0

４．

５．

(D) 179,327 156,193 188,625 197,359 193,732 190,544

(E) 53,973 50,191 55,545 57,613 59,246 60,878

１． 50,659 48,152 50,856 52,574 54,207 55,839

２． 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0

４． 3,314 2,039 4,689 5,039 5,039 5,039

(F) 53,973 50,191 55,545 57,613 59,246 60,878

0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 1,002,123 985,896 963,816 942,273 924,357 909,629

34,452 32,201 29,790 29,790 29,790 29,790

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和3年度
区　　　　　分 （ 決 算 ）

91,812 93,025 105,464 106,825 109,843 98,847

56,520 57,176 56,990 61,175 63,075 64,974

35,292 35,849 48,474 45,650 46,768 33,873

11,804 17,530 21,998 19,365 14,105 9,285

765 765 765 765 765 690

11,039 16,765 21,233 18,600 13,340 8,595

103,616 110,555 127,462 126,190 123,948 108,132

57,285 57,941 57,755 61,940 63,840 65,664

46,331 52,614 69,707 64,250 60,108 42,468

 
資

本

的

収

支

 
資

本

的

収

入

企 業 債

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

計

 (A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

 
資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

 資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

 

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度令和4年度

資 金 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合      計

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金



（２）資本的収支

投資・財政計画

－ 49 －

（単位：千円） （単位：千円）

年　　　　　度

区　　　　　分

１． 55,400 55,400 50,364 50,364 50,364

0 0 0 0 0

２． 2,551 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0

４．

５．

６． 52,941 52,941 48,128 48,128 48,128

７．

８． 12,040 12,040 10,945 10,945 10,945

９．

(A) 122,932 120,381 109,437 109,437 109,437

(B)

(C) 122,932 120,381 109,437 109,437 109,437

１． 120,416 120,416 109,469 109,469 109,469

２． 65,026 61,133 58,988 56,854 53,027

３． 0 0 0 0 0

４．

５．

(D) 185,442 181,549 168,457 166,323 162,496

(E) 62,510 61,168 59,020 56,886 53,059

１． 57,471 56,129 54,439 52,305 48,478

２． 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0

４． 5,039 5,039 4,581 4,581 4,581

(F) 62,510 61,168 59,020 56,886 53,059

0 0 0 0 0

(G)

(H) 900,003 893,166 883,275 875,505 871,551

29,790 29,790 29,790 29,790 29,790

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度
区　　　　　分

101,383 103,767 105,714 107,222 108,746

66,873 68,600 69,924 70,820 71,762

34,510 35,167 35,790 36,402 36,984

2,551 0 0 0 0

690 640 200 0 0

1,861 △ 640 △ 200 0 0

103,934 103,767 105,714 107,222 108,746

67,563 69,240 70,124 70,820 71,762

36,371 34,527 35,590 36,402 36,984

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

 
資

本

的

収

支

 
資

本

的

収

入

令和9年度

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

計

 (A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

 
資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

 資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

 

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

令和12年度 令和13年度

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資 金 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和9年度 令和10年度 令和11年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合      計

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金


